
管理業務主任者証の交付に係る講習 

 （マンションの管理の適正化の推進に関する法律第６０条第２項、第６１条第２項）  

（１）登録基準  
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 
 （⽋格条項） 
  第４１条の３ 次の各号のいずれかに該当 する者は、第４１条の登録を受けることができない。
  ⼀  この法律⼜はこの法律に基づく命令に 違反し、罰⾦以上の刑に処せられ、その執⾏を終

わり、⼜は執⾏を受けることがなくなつた⽇から ⼆年を経過しない者 
  

ニ 
 第４１条の １３の規定により第４１条の登録を取り消され、その取消しの⽇から⼆年を
経過しない者 

  三  法⼈であつて、講習事務を⾏う役員の うちに前２号のいずれかに該当する者があるもの
 （登録基準等） 
  第４１条の４ 国⼟交通⼤⾂は、第４１ 条の２の規定により登録を申請した者の⾏う講習が、別

表第⼀の上欄に掲げる科⽬について、それ ぞれ同表の下欄に掲げる講師により⾏われるものであ
るときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な⼿続は、国
⼟交通省令で定める。 

 （準⽤基準） 
  第６１条の２ 第４１条の２から第４１ 条の１８までの規定は、登録講習機関について準⽤す

る。（以下略） 
  別表第⼆（第６１条の２関係） 
    （略） 

 
（２）

 
登録法⼈  

   法⼈の名称  ：  社団法⼈ ⾼層住宅管理業協会 
   登録時期  ：  平成１６年３⽉１８⽇ 
   法⼈の連絡先  ：  〒105-0001 東京都港区⻁ノ⾨⼆丁⽬⼆⼗三番七号 

   
登録の理由  ：  マンションの管理の適正化の推進に関する法律第６１条の２おいて準⽤する

同法第４１条の３及び 第４１条の４第１項に基づく登録要件に適合している
ため 

 

（３）登録基準に係る問い合せ、照会等  
   特になし  

  

 


